
日 薬 業 発 第 43 7 号 

令 和 ８ 年 ２ 月 16 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平  

 

 
医薬品安定供給・流通確認システムの稼働開始に向けた周知について（依頼） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課から、別添のと

おり連絡がありましたのでお知らせいたします。 

現在、厚生労働省では、製造販売業者から報告を受け付け、厚生労働省ホームペー

ジに医療用医薬品供給状況報告（以下「供給状況報告」という。）として掲載してい

るところです。 

今般、供給状況報告の内容を医療現場や国民により迅速かつ簡便にお届けすると

ともに、製造販売業者における報告に係る事務負担を軽減するため、「医薬品安定供

給・流通確認システム」（以下「本システム」という。）を構築し、令和８年４月を

目途に稼働を開始されるとのことです。 

本システムにおいて新たに提供する予定である機能に関する事項や、事前の周知

事項等について別添のとおり取りまとめられました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますようお願い申

し上げます。 

 

 

（別添） 

医薬品安定供給・流通確認システムの稼働開始に向けた周知について（依頼） 

（令和８年２月６日付け事務連絡、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課） 



 

 

事 務 連 絡  

令和８年２月６日  

 

公益社団法人日本薬剤師会 御中 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

医薬品安定供給・流通確認システムの稼働開始に向けた周知について（依頼） 

 

 

平素より、医薬品等の安定供給の確保に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

医療用医薬品の供給状況に係る各種情報については、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第 18 条の

４第１項の規定に基づき、製造販売業者から報告を受け付け、厚生労働省ホーム

ページに医療用医薬品供給状況報告（以下「供給状況報告」という。）として掲

載しているところです。 

今般、供給状況報告の内容を医療現場や国民の皆様により迅速かつ簡便にお

届けするとともに、製造販売業者における報告に係る事務負担を軽減するため、

「医薬品安定供給・流通確認システム」（以下「本システム」という。）を構築し、

令和８年４月を目途に稼働を開始することといたしました。本システム稼働後

は、従来の厚生労働省ホームページでの公表に加え、本システムからも供給状況

に係る各種情報の確認が可能となります。本システムについては、特定の製品を

お気に入り登録することで、当該製品の出荷状況の変更を通知する機能の提供

や、検索性の向上等、供給状況に係る情報収集の負担軽減に繋がるシステム構成

としております。 

つきましては、本システムにおいて新たに提供する予定である機能に関する

事項や、事前の周知事項等について別添のとおり取りまとめました。貴会におか

れましては、医療現場においてシステム稼働後に円滑に本システムの利用開始

が図られるよう、貴会傘下の会員に対する周知について御協力を賜りますよう

お願いいたします。 

 

（参考）現行の供給状況報告掲載 URL： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/

kouhatu-iyaku/04_00003.html 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html


医薬品安定供給・流通確認システム

医療機関・薬局等 向けご説明資料

2026年２月６日

株式会社NTTデータ
(本システムの設計・開発事業者)
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1 医薬品安定供給・流通確認システムの概要

【医薬品安定供給・流通確認システム】

製造販売業者
製造販売業者が供給状況報告・供給不安報告をオンライン
で報告するためのWEBシステム

医薬品の出荷状況等を医療機関や国民等に一般公開するため
のWEBシステム

報告システム

（※）厚生労働省 「医療用医薬品供給状況報告」サイト：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html

→従来のExcelでの報告から、報告システムでの報告に移行（2026年４月頃予定）

→従来の公表ページ（※）に加えて、別途公表用のサイトを構築

医療機関・薬局等 情報提供サイト

今回のご説明範囲

医薬品安定供給・流通確認システムは、「報告システム」及び「情報提供サイト」で構成されています。

報告システム上で製造販売業者から報告された情報が情報提供サイトに掲載されるため、
医療機関・薬局等の皆様は、当該サイトを通じて医薬品の供給状況等に関する情報を確認可能となります。

報告システム

情報提供サイト

：製造販売業者が、供給状況報告・供給不安報告を行うシステム

：医療機関・薬局や国民の皆様が、医薬品の出荷状況等の確認を行うシステム
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1.1 情報提供サイトを用いた医薬品供給状況の確認
医薬品の供給状況は、現在は厚生労働省サイト（サイトリンク）においてExcelの一覧形式で公表されて
いますが、当該サイトと並行して、今後は情報提供サイト上で医薬品の供給状況を確認することが可能と
なります。これにより、医療機関・薬局等の皆様が供給状況を確認する際の利便性向上が図られます。

●医薬品供給状況一覧（Excel） ●開発中の情報提供サイト 画面イメージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html
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1.2 情報提供サイトの機能（概要）
情報提供サイトでは、出荷状況の変更履歴の確認、類似医薬品表示（ユーザー様にて類似品の定義を
設定）、出荷状況更新時のメール通知等、医療機関・薬局等の皆様が医薬品の供給状況を確認する際
に役立つ機能を提供いたします。

行動・場面 現行運用 情報提供サイト

供給状況を確認したい
• Excelファイルを入手し
一覧で供給状況を確認

①サイト上で医薬品ごとの
 供給状況を確認

特定の医薬品を
探したい

• Excelファイル上で品名等
を用いて手動で検索

②成分名・製品名等の条件を
 指定して検索

現在・過去の
出荷状況を把握したい

• 厚生労働省サイトに掲載さ
れているExcelファイルと、過
去にダウンロードしたExcel
ファイルを比較

※厚生労働省サイトには最新
 情報のみが掲載

③現在の出荷状況に加え
 過去の出荷状況ステータス
の変更履歴も確認可能

代替となる医薬品を
検討したい

• Excelファイル上で同一成
分の医薬品を手動で検索
し、出荷状況等を確認

④類似医薬品を簡易表示
（ユーザー様にて定義を設定）

特定医薬品の出荷
状況の変化を追いたい

• 出荷状況に変更がないか
定期的にExcelファイルを確
認

⑤出荷状況の更新時にメール
 通知にて確認可能
 （お気に入り登録が必要）

●開発中の情報提供サイト 画面イメージ
①

②

⑤

③

④

※③～⑤の機能詳細をP6～P7に記載
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1.2 情報提供サイトの機能（一部機能抜粋）
情報提供サイトでは、従来の供給情報の確認方法と比べて、医療機関・薬局等の皆様が必要な情報を
把握しやすくなるよう、いくつかの新たな機能が提供されます。

医薬品の出荷状況の履歴表示（P5における③）

類似品の簡易表示（P5における④）

特定の医薬品について、出荷状況の変更履歴を確
認することができます。
これにより、現在の供給状況だけでなく、供給状況の
推移を把握することが可能となります。

供給不安が生じている医薬品について、類似医薬品
を簡易的に確認することができます。
類似医薬品の定義をユーザー様で設定いただくことで、
代替薬の検討に当たって、参考情報として活用するこ
とが可能となります。
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1.2 情報提供サイトの機能（一部機能抜粋）
情報提供サイトでは、従来の供給情報の確認方法と比べて、医療機関・薬局等の皆様が必要な情報を
把握しやすくなるよう、いくつかの新たな機能が提供されます。

お知らせ通知（メール通知）機能（P5における⑤）

特定の医薬品をお気に入り登録することで、当該医
薬品の出荷状況に変更があった際に、メールで通知を
受け取ることが可能となります。
情報収集の手間を軽減し、確認漏れの防止につなが
ります。

※ 本機能の利用には、本資料P9～P10に記載の
GビズIDの登録が必要です。
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2025年 2026年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月…

マイルストーン

システム開発

システム開発期間

情報提供サイトを用いた供給状況の確認開始に向けて、医療機関・薬局等の皆様へ事前にご対応いただく
必要のある事項を本資料及び別紙にて整理しておりますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

▼ 情報提供サイトの
  閲覧開始

GビズIDアカウントの
確認・作成

▼ 依頼事項〆切

【凡例】 厚生労働省 医療機関・薬局等

GビズIDの作成方法については、
本資料P9~10及び別紙P2~3を
ご参照ください。
3月中旬までのご対応をお願いい
たします。

依頼事項

2 情報提供サイトの運用開始までのスケジュール
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お気に入り登録済み医薬品の出荷状況をメールにて受け取るためには、「GビズID」という“国の行政サービ
スを利用するための共通認証ID”が必要です。GビズIDアカウントにはいくつか種類がありますが、「プライ
ムアカウント」もしくは「メンバーアカウント」の取得をお願いします。

2.1 【依頼事項】GビズIDアカウントの確認・作成

企業によっては、既に「プライムアカウント」や「メンバーアカウント」を作成済みの可能性があります。
そのため、まずは社内でGビズIDアカウントの作成状況をご確認いただき、未作成の場合は
プライムアカウントの作成からお願いします。（詳細は別紙をご参照下さい）

GビズIDアカウントの種類 アカウントの特徴 アカウント所有者の例 アカウント作成方法の概要

プライムアカウント
法人代表者名義で作成できる
最上位のアカウントです。

代表取締役社長 など
企業が、法人代表者名義で
GビズIDに申請を行い作成

メンバーアカウント

第一
管理者

メンバーアカウントの追加・削除
や権限付与など、メンバーアカウ
ントの管理を行う方が使用する
アカウントです。

部門長、システム管理者 など
プライムアカウント所有者、または
第一管理者メンバーアカウントの
所有者が作成

一般

国の行政サービスを利用する実
務担当者（本システムで供給
状況報告・供給不安報告を行
う方）が使用するアカウントです。

国の行政サービスを利用する
現場担当者 など

第一管理者メンバーアカウントの
所有者が作成
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「プライムアカウント」「メンバーアカウント」は、本システムの運用開始前（2026年3月中旬まで）に作成を
お願いします。

アカウントの作成・設定手順は、別紙をご参照ください。

2025年 11月 2025年 12月 2026年 1月 2026年 2月 2026年 3月 2026年 4月…

システム開発期間
システム運用開始

（2026年4月頃~予定）

GビズIDアカウントの
作成期間

（~2026年3月中旬）

◆システム開発 と GビズIDアカウント作成スケジュール

2.1 【依頼事項】GビズIDアカウントの確認・作成

GビズIDの「プライムアカウント」または「メンバーアカウント」がないと、
出荷状況をメールで受け取ることができません。なお、メンバー
アカウントはプライムアカウントが作成されていないと作成できません。





【別紙】医薬品安定供給・流通確認システム

導入準備に伴うGビズIDアカウント申請について

2026年2月６日

株式会社NTTデータ
(本システムの設計・開発事業者)
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GビズIDアカウントの確認・作成（詳細）

作成パターン GビズIDが公開しているマニュアル

プライムアカウントを新規作成する場合 QuickManual_Prime_corporation.pdf

作成パターン
GビズIDが公開している

マニュアル

該当ページ
（参照箇所）

主な作業者

一般メンバーアカウントを
新規作成する場合

Manual_gbiz-id_mypage.pdf P117～128
プライムアカウント所有者

または
第一管理者メンバーアカウント所有者

エントリーアカウントの所持者を
一般メンバーアカウントに変更する場合

Manual_gbiz-id_mypage.pdf P101～116

プライムアカウント所有者

または

第一管理者メンバーアカウント所有者

【手順①】
GビズIDアカウント（「プライムアカウント」「メンバーアカウント」）を作成済みかどうか、以下のご確認をお願いします。
なお、1.2が難しい場合は3にてご確認をお願いします。

【手順②】
アカウントを作成していない場合、以下のマニュアルをご参照の上、まずは「プライムアカウント」を作成するための申請を
お願いします。（なお、郵送申請ではなくオンライン申請の場合、代表者様のマイナンバーカードが必要となります。）

【手順③】
「プライムアカウント」の作成が完了した場合、以下のマニュアルをご参照の上、「メンバーアカウント」の作成をお願
いします。（作成されたアカウントは、管理権限がなく、「一般」メンバーアカウントとなります。）

1. 社内でGビズアカウントの取得状況を確認する
2. Gビズ公式サイトに掲載されている「アカウント登録確認（セルフチェック）」機能を利用し、

メールアドレス等を入力して登録有無を確認する
3. 上記セルフチェックを実施しても登録有無が判別できない場合やご担当部署が判然としない場合等は、

GビズIDヘルプデスクへ問い合わせを行う（問い合わせ先はGビズID | ご意見・お問合せ）

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_corporation.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf#page=122
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_mypage.pdf#page=106
https://gbiz-id.go.jp/app/slf/act/chk/show
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
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GビズIDアカウントの確認・作成（詳細）

担当者のGビズIDアカウント取得状況 参照マニュアル
該当ページ
（参照箇所）

主な作業者

一般メンバーアカウントの所有者を
第一管理者メンバーアカウントに変更する場合

Manual_gbiz-id_branch-role.pdf P19～38
プライムアカウント所有者

または
第一管理者メンバーアカウント所有者

一般メンバーアカウントの所有者が
プライムアカウントまたは第一管理者メンバーアカウントの

所有者に対して権限付与の依頼をする場合

Manual_gbiz-id_branch-role.pdf P39～59 一般メンバーアカウント所有者

「第一管理者」の考え方については、上記マニュアルのP9~10、P17~18をご参照ください。

また、アカウント申請についての疑問があれば、以下のGビズIDサイトからお問い合わせください。

GビズID | ご意見・お問合せ

【手順④】
プライムアカウントは、各社の代表者様が利用されるケースが多いと想定されますが、代表者様のアカウントを日常的に使
用しない運用としたい場合には、「一般」メンバーアカウントに管理者権限を付与することが可能です。
管理者権限を付与されたメンバーは、プライムアカウントに代わって、組織およびメンバーの管理を行うことができます。
本マニュアルでは、当該アカウントを「第一管理者」メンバーアカウントと記載しています。
「第一管理者」メンバーアカウントを作成する場合は、以下のマニュアルをご参照のうえ、作成をお願いします。

●各種マニュアル

GビズID | ご利用ガイド

●プライムアカウント作成手順動画

GビズID紹介動画（法人向けオンライン作成編）

●質問集

GビズID | よくある質問

<その他参考資料>

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_branch-role.pdf#page=19&zoom=100,109,133
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Manual_gbiz-id_branch-role.pdf#page=39&zoom=100,109,133
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
https://youtu.be/3VxFLvcWNRw
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html



